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【連絡先一覧】 

（１）県内市町村 

市町村 課室名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

南九州市 
市民生活課 

生活衛生係 
897-0215 南九州市川辺町平山3234番地 0993-56-1111 0993-56-1144 

 

（２）県内廃棄物関係一部事務組合 

組合名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 

南薩地区衛生管理組合 899-3404 南さつま市金峰町高橋4148番地42 0993-76-8989 0993-76-8558 

指宿広域市町村圏組合 891-0604 指宿市開聞仙田711番地４ 0993-26-2114 0993-26-2104 

 

（３）県内一般廃棄物処理施設（市町村設置） 

ア ごみ焼却施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

指宿広域クリーン 

センター 
指宿広域市町村圏組合 891-0403 指宿市十二町4692番地１ 0993-22-3303 

なんさつECOの杜 南薩地区衛生管理組合 899-3404 南さつま市金峰町高橋4148番地42 0993-76-8170 

 

イ 最終処分場 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

指宿広域管理型 

最終処分場 
指宿広域市町村圏組合 891-0701 南九州市頴娃町郡10995番地１ 0993-27-3050 

石垣ごみ処分場 南九州市 891-0704 南九州市頴娃町別府3615番地１  

知覧最終処分場 南薩地区衛生管理組合 897-0302 南九州市知覧町郡15273番地  

南さつまクリーン 

センター 
南薩地区衛生管理組合 899-3512 南さつま市金峰町花瀬215番地１ 0993-77-0455 

 

ウ その他のごみ処理施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

頴娃ごみステーション 南九州市 891-0701 南九州市頴娃町郡11711番地  

知覧ごみステーション 南九州市 897-0302 南九州市知覧町郡15172番地4  

川辺ごみステーション 南九州市 897-0131 南九州市川辺町上山田4499番地1  

 

エ し尿処理施設 

施設名 事業主体 郵便番号 住所 電話番号 

指宿広域汚泥 

リサイクルセンター 
指宿広域市町村圏組合 891-0604 指宿市開聞仙田711番地４ 0993-26-2114 

アクアセンター 

万之瀬 
南薩地区衛生管理組合 897-0001 南さつま市加世田村原3475番地  
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（４）国関係の廃棄物担当課 

団体名 担当課名 郵便番号 住所 電話/FAX番号 

環境省 

環境再生・資源循環局 

環境再生事業担当参事官付 

災害廃棄物対策室 
100-8975 

東京都千代田区霞が関 

1-2-2中央合同庁舎５号館 

03-3581-3351 

/03-3593-8359 

同上 廃棄物適正処理推進課 同上 同上 
03-3581-3351 

/03-3593-8263 

環境省 地方環境事務所    

 

（５）近隣市の廃棄物担当課 

地域 団体名 担当課名 郵便番号 住所 電話/FAX番号 

指宿 指宿市 
環境政策課 
生活衛生係 891-0497 指宿市十町2424番地 0993-22-2111 

枕崎 枕崎市 
市民生活課 
環境整備係 898-8501 枕崎市千代田町27番地 

0993-72-1111 
/0993-73-1870 

南さつま 南さつま市 
市民生活課 
生活環境係 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111 

日置 日置市 
市民福祉部 
市民生活課 
環境１係 

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地 
099-248-9414 
/099-273-3063 

 

 

【事務委託及び事務代替】 

事務委託及び事務の代替執行の特徴は，表２-１のとおりであり，いずれも双方の議会

の議決等必要な手続きを経て実施する。事務の委託の流れの例を図２-１に示す。 

また，平成27年８月６日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策

基本法の一部を改正する法律では，特定の大規模災害の被災地域のうち，廃棄物処理の特

例措置（既存の措置）が適用された地域からの要請があり，かつ，一定の要件※を勘案し

て必要と認められる場合，環境大臣（国）は災害廃棄物の処理を代行することができるこ

とが新たに定められている。 

※要件： 処理の実施体制，専門知識・技術の必要性，広域処理の重要性等 
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表２-１ 事務委託及び事務代替 

事務の委託 

(地方自治法252条の14) 

内 容 執行権限を委託先の自治体に譲り渡す制度 

特 徴 技術職員不足の自治体への全面関与 

事務の代替執行 

(地方自治法252条の16の２) 

内 容 
執行権限を保持したまま執行の代行のみを委託

する制度 

特 徴 
執行権限の譲渡を伴わない 

（執行による責任は求めた自治体にある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

図２-１ 事務の委託の流れ（例） 

 

 

【廃棄物処理施設】 

民間の処理施設，応援協力体制にある処理施設等について，その概要を下表に示す。 

収集運搬の車両についてもあわせて示す。このデータは年に一度見直しを行う。 

 

（１）収集運搬委託業者 

施設名称 施設概要 住所,連絡先 

㈲東京商事 可燃，資源，粗大 南九州市川辺町神殿1766番地 
0993-56-5613 

㈱新興エコ 可燃，資源，粗大 福岡市博多区博多駅前３丁目15番24号５階 
092-433-2693 

社会福祉法人更生会 可燃，資源，粗大 南九州市頴娃町別府4710番地６ 
0993-38-0234 
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（２）収集運搬許可業者及び収集運搬車両 
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【一般廃棄物処理施設の位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指宿広域クリーンセンター 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

 

指宿広域クリーンセンター 



6 

 

 

なんさつ ECOの杜 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

 

なんさつECOの杜 
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頴娃ごみステーション，指宿広域管理型最終処分場 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

頴娃ごみステーション 

指宿広域管理型最終処分場 
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知覧ごみステーション，知覧最終処分場 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

知覧ごみステーション 

知覧最終処分場 
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石垣ごみ処分場 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

石垣ごみ処分場 
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南さつまクリーンセンター 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

南さつまクリーンセンター 
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指宿広域汚泥リサイクルセンター 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

指宿広域汚泥リサイクルセンター 
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アクアセンター万之瀬 

 

図３-１ 一般廃棄物処理施設の位置図 

アクアセンター万之瀬 
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【し尿の発生量推計】 

 

算出式 

 

【仮設トイレ必要基数の推計】 

 

算出式 

 
出典：環境省「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて
（平成 26年 ３月））参考 P40 に基づく 

 

【避難所ごみの発生量推計】 

 

算出式 

 

 

鹿児島県災害廃棄物処理計画における算出方法 

 

以下，「鹿児島県災害廃棄物処理計画」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿の発生量［Ｌ/日］ 

＝避難者数［人］×1.7［Ｌ/人･日］ 

仮設トイレの必要数［基］ 

＝避難者数［人］×1.7［Ｌ/人･日］×３［日/回］÷仮設トイレの便槽容量 

（し尿原単位） （収集頻度）  （約 400［Ｌ/基］ 

避難所ごみの発生量＝避難者数［人］×○［ｇ/人･日］ 

※原単位は，通常時の住民１人 １日当たりの収集実績を使用 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

【仮設トイレ等の種類】 

仮設トイレを含む災害対策トイレには表７-１のようなものがある。 

仮設トイレの設置には通常１～３日程度必要とされることから，仮設トイレが使用可能

となるまで，数日分の携帯型トイレや管理型トイレを備蓄しておくことも必要である。また，

和式仮設トイレでは高齢者などの災害弱者には使用しにくい場合があるため，可能な限り洋式仮

設トイレを優先的に設置するものとする。 

 

表７-１ 災害対策トイレの種類 

災害対策トイレ型式 概要 留意点 

携帯型トイレ 既設の洋式便器等に設置して使用する

便袋（し尿をためるための袋）を指

す。 

吸水シートがあるタイプや粉末状の

凝固剤で水分を安定化させるタイプ

等がある。 

使用すればするほどゴミの量が

増えるため，保管場，臭気，回

収・処分方法の検討が必要。 

簡易型トイレ 室内に設置可能な小型で持ち運びが

できるトイレ。し尿を溜めるタイプ

や機械的にパッキングするタイプな

どがある。し尿を単に溜めるタイ

プ，し尿を分解して溜めるタイプ，

電力を必要とするタイプがある。 

いずれのタイプも処分方法や維

持管理方法の検討が必要。電気

を必要とするタイプは，停電時

の対応方法を準備することが必

要。 

仮設トイレ 

（ボックス型） 

イベント会場や工事現場，災害避難

所などトイレが無い場所，またはト

イレが不足する場所に一時的に設

置されるボックス型のトイレ。

最近は簡易水洗タイプ（１回あたり 

200ｃｃ程度）が主流となっており，

このタイプは室内に臭気の流入を抑

えられる機能を持っている。 

ボックス型のため，保管場所の

確保が課題となりる。便器の下

部に汚物を溜めるタンク仕様と

なっている。簡易水洗タイプは

洗浄水が必要であり，タンク内

に溜められた汚物はバキューム

カーで適時汲取りが必要とな

る。 

仮設トイレ 

（組立型） 

災害避難所などトイレが無い場所，

またはトイレが不足する場所に一時

的に設置される組立型のトイレ。パ

ネル型のものやテント型のものなど

があり，使用しない時はコンパ ク

トに収納できる。 

屋外に設置するため，雨や風に

強いことやしっかりと固定でき

ることが求められる。 



19 

 

マンホールトイレ マンホールの上に設置するトイレで

ある。水を使わずに真下に落とすタ

イプと，簡易水洗タイプがある。上屋部

分にはパネル型，テント型などがあり，

平時はコンパクトに収納できる。入口の

段差を最小限にすることができ

る。 

迅速に使用するために，組立方

法等を事前に確認することが望

ましい。屋外に設置するため，

雨風に強いことやしっかりと固

定できることが求められる。プ

ライバシー空間を確保するた

め，中が透けないことや鍵・照

明の設置などの確認が必要で，

設置場所を十分に考慮する必要

がある。 自己処理型トイレ し尿処理装置がトイレ自体に備わっ

ており，処理水を放流せずに循環・

再利用する方式，オガクズやそば殻

等でし尿を処理する方式，乾燥・焼

却させて減容化する方式などがあ

る。 

処理水の循環等に電力が必要

で，汚泥・残渣の引き抜きや機

械設備の保守点検など，専門的

な維持管理も必要。 

車載型トイレ トラックに積載出来る（道路交通法

を遵守した）タイプのトイレで，

道路工事現場など，移動が必要な場

所等で使用する。ほとんどが簡易水

洗式で，トイレ内部で大便器と小便

器を有したものもあり，状況に応じて

選択ができる。 

トイレと合わせてトラックの準

備が必要となる。 簡易水洗タイ

プは洗浄水が必要であり，タン

ク内に溜められた汚物はバキュ

ームカーで適時汲取りが必要と

なる。 

災害対応型常設トイレ 災害時にもトイレ機能を継続させる

ため，災害用トイレを備えた常設型

の水洗トイレのことを指す。多目的

トイレなど場所に応じた設計を行う

ことができる。 

設置場所での運用マニュアルを

用意し，災害時対応がスムーズ

に行えるように周知することが

必要。 
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【災害廃棄物発生量推計】 

水害では，家具や家電等の家財が浸水により廃棄物となったものが多く排出され，地震で

は，家屋が損壊し，木くず，コンクリートがら，鉄骨，壁材，断熱材，瓦，スレート，石膏ボ

ード等の構造部材が廃棄物として排出されるため，災害に応じた推計を行う。 

 

◆発生量の推計は，仮置場の設置や災害廃棄物の処理計画等に影響するため，重要であ

る。建物の被害棟数を把握し，発生原単位を用いて推計する。 

◆処理の進捗に合わせ，実際に搬入される廃棄物の量や，被害状況の調査結果に基づき，

発生量推計の見直しを行う。 

 

表８-１ 災害廃棄物の発生量 

区分 被災棟数・世帯数 発生原単位 災害廃棄物量 

地
震 

全 壊 

木 造 275棟 117ｔ/棟 32,175ｔ 

非木造 65棟 117ｔ/棟 7,605ｔ 

合 計 340棟 － 39,780ｔ 

半 壊 

木 造 890棟 23ｔ/棟 20,470ｔ 

非木造 211棟 23ｔ/棟 4,853ｔ 

合 計 1,101棟 － 25,323ｔ 

合 計 1,441棟 － 65,103ｔ 

※発生原単位は，災害廃棄物対策指針技術資料（環境省，平成26年３月）１-11-１-

１ を参照。 

※火災の場合は全壊の原単位に，残存割合を乗じて算出する 

（木造１-0.34，非木造１-0.16）。 
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表８-２ 地震による災害廃棄物の組成割合と発生量 

項目 種類別割合（％） 発生量（ｔ） 

全 壊 

可燃物 18 7,160 

不燃物 18 7,160 

コンクリートがら 52 20,686 

金属くず 6.6 2,626 

柱角材 5.4 2,148 

合 計 100 39,780 

半 壊 

可燃物 18 4,558 

不燃物 18 4,558 

コンクリートがら 52 13,168 

金属くず 6.6 1,671 

柱角材 5.4 1,368 

合 計 100 25,323 

合 計 

可燃物 － 11,719 

不燃物 － 11,719 

コンクリートがら － 33,854 

金属くず － 4,297 

柱角材 － 3,516 

合 計 － 65,103 

※混合割合は，災害廃棄物対策指針技術資料（環境省，平成26年３月）１-11-１-１を

参照。 
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鹿児島県災害廃棄物処理計画における算出方法 

（平成27年を基準年として算定） 

 

以下，「鹿児島県災害廃棄物処理計画」より 
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【仮置場必要面積の算定】 

 

 

 

【仮置場候補地】 

本市における仮置場候補地は表10-１のとおりとする。 

なお，候補地については随時見直しを行い，発災時の状況に応じ設置するものとする。 

 

表10-１ 仮置場候補地 

名称 所在地 
概算面積

（㎡） 

所有者 

及び管理者 

頴娃ごみ処理施設跡地 南九州市頴娃町郡11710番地２ 4,700 
指宿広域市

町村圏組合 

頴娃農業開発研修センター 南九州市頴娃町別府8089番地 25,600 南九州市 

二松台公園運動施設 南九州市知覧町塩屋24500番地 9,000 南九州市 

知覧平和公園多目的球場 南九州市知覧町郡17919番地１ 11,300 南九州市 

知覧平和公園サッカー場 南九州市知覧町郡17929番地 8,800 南九州市 

知覧平和公園サッカー場 

横駐車場 
南九州市知覧町郡2439番地 4,200 南九州市 

岩屋公園駐車場 南九州市川辺町清水3568番地 4,700 南九州市 

旧神殿小学校校庭 南九州市川辺町神殿番5686地１ 2,700 南九州市 

旧田代小学校校庭 南九州市川辺町清水7181番地 3,700 南九州市 

 

 

  

◆面積の推計方法の例 

面 積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物の発生量－処理量 

処理量＝災害廃棄物の発生量÷処理期間 

見かけ比重：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）不燃物 1.1（ｔ/ｍ3）積み上げ

高さ：５ｍ以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～１ 

 

出典：環境省災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月）技術資料 1-14-4 
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【処理事業費等】 

大量の災害廃棄物の処理には多額の経費が必要であり，被災市町村のみで対応すること

は困難であるため，国の補助事業の活用が必要となる。環境省においては，「災害等廃棄

物処理事業」及び「廃棄物処理施設災害復旧事業」の２種類の災害関係補助事業がある。

補助事業の活用は災害廃棄物対策の基本方針に影響するものであり，都道府県・市町村は

円滑な事業実施のため，発災後早期から国の担当窓口との緊密な情報交換を行う。 

災害廃棄物処理事業の補助金申請においては，廃棄物処理に係る管理日報，写真等多く

の書類作成が必要となり，市町村においては必要な人員確保に留意する必要がある。 

また，国への申請等の手続きは都道府県を経由して行われることになるが，都道府県は

必要な手続きの内容，留意事項に係る周知等，市町村の支援に努める。（補助事業の詳細

については，「災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成26年６

月）」（環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）を参照。） 

 

（１）災害等廃棄物処理事業 

補助対象事業：暴風，洪水，高潮，地震，台風等その他の異常な自然現象による被災及

び海岸保全区域外の海岸への大量の廃棄物の漂着被害に伴い，市町村等

が実施する災害等廃棄物の処理 

対象事業主体：市町村，一部事務組合，広域連合，特別区 

補助率：２分の１（地方負担分についても，大部分は特別交付税措置あり。） 

対象廃棄物： 

○災害のために発生した生活環境の保全上特に処理が必要とされる廃棄物 

（原則として生活に密接に関係する一般家庭から排出される災害廃棄物） 

○災害により便槽に流入した汚水（維持分として便槽容量の２分の１を対象から除

外） 

○特に必要と認めた仮設便所，集団避難所等により排出されたし尿（災害救助法に基

づく避難所の開設期間内のもの） 

○災害により海岸保全区域以外の海岸に漂着した廃棄物 

 

（２）廃棄物処理施設災害復旧事業 

補助対象事業：災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形に復旧する事業並びに応

急復旧事業 

対象となる事業主体：都道府県，市町村，廃棄物処理センター 他 

補助率：２分の１ 
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